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健康福祉サービス自己評価結果報告書

報告書の内容

添付書類 添付した書類に○を記入

チェック済評価基準 ○

評 価 基 準 概 評 ○

サービス改善計画 ○

施設・事業所名：就労継続支援Ｂ型

　

ベーカリー＆カフェ脇本陣

放課後等デイサ」ビス げんき



健康福祉サービス自己評価実施状況報告書

令和

　

４年

　

４月 ２２日

滋賀県健康医療福祉部障害福祉課長

　　

殿

（所在地）

　　　　

草津市草津２丁目７ － ３０

（施設・事業所名） ベーカリー＆カフェ脇本陣

放課後等デイサ」ビスげんき

（代表者職・氏名） 管理者

　

前川美智子

健康福祉サービス自己評価を、 「本県における健康福祉サービス評価システムの推

進について」 により実施しましたので、 下記のとおり報告します。

１

　

施設・事業所の名称

就労継続支援Ｂ型

　

ベーカリー＆カフェ脇本陣

放課後等デイサービス

　

げんき

２

　

評価基準およびサービスの種別 （該当の記号に○印を付し、 サービスの種別を

記入）

守護ア

　

障害福祉サービス共通評価基準① 〔障害者／施設、 グル」プホーム〕

　

（種別：就労継続支援

　

）

イ

　

障害福祉サービス共通評価基準② 〔障害者 （児） ／在宅〕

　

（種 別 ：

　　　　　　　　

）

① 放諜後等デイサ←ビス自己評価表
エ

　

児童発達支援自己評価表

オ

　

その他の評価基準

　　　

（具体的に：

　　　　　　　　　

）

※種

　

別 （記入例：

　　　　　　

）

３

　

自己評価の実施時期 （自己評価結果をとりまとめた時期）

　　

令和

　

４年

　

４月



４

　

県のホームページで、 自己評価を実施した施設・事業所の名称、 所在地、 実施

時期、事業所での評価結果の公表の有無を情報提供することについて

懲罰共しても貢う 提供しなぃでほしぃ

５

　

自己評価結果の公表の有無 （該当するところを○で囲む）

灘搬鴎精祉事務所へ 送付

　

＠ ジ． しない

　　　　　　　　　　　　　　　　　

し た

　

・ し な い

　　　　　　　　　
⑥その他の方法での公表

（具体的に

６

　

サービス改善計画の公表の有無（該当するところを○で囲み、括弧内に記入）

①市町への送付

　　　　　　　

焦 ゆ ． しない
②滋賀県健康福祉事務所への送付

　　　

した

　　　

しない

勝野ギ熟も懲に輩……
⑥その他の方法での公表

（具体的に

７

　

自己評価を実施して感じたこと、 評価基準・ガイ ドライン等への意見やサービ

ス評価について今後望むこと



障害福祉サービス共通評価基準

　

概評

　

〔各シート共通〕

０概

　

評

①非該当とした項目（放課後等デイサービス、児童発達支援については「いいえ」とした項目） の説明、②独
自に必要と思われる評価項目等、③項目評価を通じて気づいた点などを記入してください。

①一般就労に向けて （７）

＊

　

面談を通じてステップアップの事は話しているが、一般就労への希望や夢などに自信が持てず現状での

スキルアップを目指している利用者が多い

①地域との交流

＊

　

地域でのイベントごとがほぼなくなり、地域の中で連携して活動を取り組むことが出来ていない

②働く場としての環境つくり

＊

　

コロナ禍において感染予防対策に取り組みながら働く事への意欲を維持していくために在宅ワークなど

に取り組むことが出来た

③利用者に応じた個別支援

＊

　

作業の工程や種類の多様化によって障害者の特性やそれぞれの生活に合わせた時間・作業内容など配慮すノ

（概評

　

－１－）



○サービスの質の向上に向けて取り組む課題

前回までの評価において、サービスの質の向上に向け取り組む課題を設定している場合はその内容と進捗状況
を、また、新たに今回の評価によって今後取り組むべき課題がある場合も、その内容を記入してください。

関連する項目 内容および進捗状況
新規
継続
終了

　　

取り組みの期間
（０年○月から○年０月まで）

緊急時への対応
利用者の急病（発作等）に対して情報の共有及び
保護者・病院・関連機関などとの連携を密にして
いく

継続 Ｒ４，４，～Ｒ５，３

適切な支援の提供
利用者の特性や、状況を把握しながらも日々の
稼業に終われなかなか意見交換などが取りにく
い

継続 Ｒ４．４，～Ｒ５．３

（概評

　

…２一



【参考様式】

サ ー ビス 改 善 計 画 書

策定日：

　　

Ｒ４．４．２１

事業・サービス名： 就労継続支援Ｂ型

施設＊事業所名： ベーか」－＆カフェ脇本陣

自己評価項目 評価結果 問題点・課題 改善内容と目標 時期と期間 責任 者 備

　　

考
（必要な予算等）

３－（７）一般就労 Ｂ

年数が経過してきてス
キルアップする中で一
般への不安も利用者の
中に生まれてしまう

情報提供や見学体験な
ど関係機関との連携を
図りながら取りくむ機
会をもつ

Ｒ４，４．～Ｒ５．３
前川美智
子

７（１）職員の研修 Ｂ コロナ禍で外部研修など
が中止された

事業所内でのミーテイ
ングの回数を増やし理
解を深める

Ｒ４．４．～Ｒ５．３
前川美智
子

（改善計画

　

－１…）



１ 人権への配慮

　

「個人が尊厳をもってその人らしい自立した生活が送れるよう支援する」という理念に基づき、①事業所の理念や基本方針が明示され職員に
認識されているか、②利用者の人権が擁護され、主体的な利用が可能となっているか、③人権侵害を決して起こさないための体制ができてい
るか、④プライバシーが保護されているかといったことをここでは評価します。

　

また、日々の営みや活動においては、利用者の意向を尊重し、見守りと支援の姿勢を持って生活範囲が広がるように絶えず努力し、事業所
で提供するサービスが利用者のニーズに応えるものとなっていなければならないというサービス提供者の姿勢が明確に示される必要がありま
す。さらに苦情解決や必要な改善を行う体制が確立されているかという点も重要な評価対象となります。

中項目

　　

小項目（質問項目） 着

　　

眼

　　

点 メ

　

ン

　

ト

回１，理念や基本方針は、明文化され、公表されている。

囲２．理念や基本方針は、法人役員と全ての職員に配布されている。

属３，理念や基本方針は、利用者主体の考え方に基づいている。

てし

かつ
、る。

５．理念や基本方針は、必要に応じて見直されている。

　

‐昇“－

　

十十

　

ＱＩ．接し方（年齢や状況に応じた呼称・言葉づかいを含む）については、指針
、利用者一人ひ

　

盟 又はマニュアルが整備されている。
りの尊厳を守って

　　

……－－ 一……

　

－～
、まずか。

　　　　

図２．接し方を点検・改善するための検討会議や研修が設けられている。

　　　　　　　

区３禁句を含む厳守事項については、職員に対して明確に示されている。

介助者や介助方法につ

ニュｒノレ１まＺよし、刀、選牟升Ｆ一」
、ての話をして対応をしてい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

マニユア

てし
ている。

窃３電話その他の通信機器が利用し易いように設置されている。

紹４．電話その他の通信機器の個人所有ができる。

団５．手紙や電話などの取り次ぎは速やかに行われている。

図６．信仰する自由・しない自由がある。

区７．交際したり・結婚する自由がある。

蜜ｇ郡家絹雲寿ぎ夏すて繁る
めの留意事項が、それぞれのサービスのマ

、ますかｏ

　

屈
２． 用者のことを話しては

しては、プライバシーの図

　　

；寸ら

　

てい

　

。
プライバシーを守るための配慮がなされ

区５．手紙や電話等については、通信の秘密が守られている。

２６．プライバシーを保護するため、建物設備その他の環境について、必要

束、暴言、暴力、無

　

扇１．体罰・虐待等については・具体的な例を示した上で禁止している。
視、放置等）の人権
侵害の防止策、及 区ギどき響こ樗る特

については、就業規則」ー職務規程及びマニュアル等に明文
び万一に備えた対
応方法が定められ 囲 識愚案し馴 窄

いては、日頃からミーテイングや会議等で取り上げ、常
ていますか。

　　　　　　　　

図春型馨 ぎする場面で体罰‐虐待等が起きないよう、接し方等の研修を

　　　　　　　　

届 承認ｒ
体罰‐虐待等が行われた場合の対応について規定が設けられて

相繋梨雷せま区遵曹窮まら宅峯き客体留用重要繋ぎ、
家族や利用者が信頼している

てができる体制に
なっていますか。 区駕霊魂裏腹事虚妄書嵩当選斎≧濁れ

当壊そ警央まっており、そのことが利

（障害児（者）／施設

　

－－－）



求められた事項については、申立て人に
ている。

、職員のほかに、第三者も入れて解決する

外部の権利擁護機関や

て、

いますか

していますか

てし

て

　

図１利用者の意見の聞き取りをおこなっている。

　　

区２．利用者からの提案、申し入れのシステムがある。

　　

区３利用者に変更事項に関して意見を求めている。

　　

□４．定期的なアンケートを探り入れている。

　　

図５．本人の意思決定を尊重している。

て
的

　

屈，．行事や旅行などのプランを利用者と一緒に企画する。

　　

□２．ビアカウンセリングやワークショップを利用している。

　　

□３利用者自治会等の運営に対して、見守りと支援をおこなっている。

　　

区４，障害当事者活動に積極的支援をおこなっている。

，砦 閉．地域資源の活用に向けて情報提供をおこな ている。

　　

区２，地域社会との積極的な交流を支援している。

　

区３，個人の意志に基づく社会参加をおこなっている。

　　

□４．移動や外出支援のシステムを持っている。

　

□５，外泊支援のシステムを持っている。

青報
区Ｔ情報提供については、わかりやすい工夫がされている。

　

然２，理解度にあわせた説明やパンフレットが用意されている。

　　

区３，コミュニケーションの取り方を工夫している。

　

幽４，ＩＴ等の機器を活用している。

生

．に履差
洞匙里蕎ま鰻種韻報良き勇躍喜義桑雲霧茎ごて萱望ま

保ち、
ふで区桑帽用
常
者綴論叢要旨警護談議家

の
族
介
等整髪平明裏書割箸伝言奇警呈露熱

　　

唱聴嵩高認諾尋検
生書簡麦舌て繁る普

囲が広がるように、職員の対応

（障害児（者）／施設

　

－２－）



２

　

利用者に応じた個別支援プログラム

　

事業所の利用を希望する人達の個別ニーズは、自立生活や職業的自立を目指すとか、事業所内で安定した生活を実現したい等というよう
に、多種・多様です。事業所の側はこうした利用者の個別のニーズに応えられるかどうか、事業所種別や事業所機能を含めて検討し、自らの
事業所を利用に供することができるかどうか判断しなければなりません。

　

また、事業所サービスの全てにおいて、利用者の生活の質（ＱＯＬ）を重視し、さらには自立を目指すエンパワメントの視点も忘れてはなりませ
ん。

着

　　

眼

　　

点 メ

　　

ン

　　

ト中項目

　　

小項目（質問項目）

針・利用条件・サービス内容等につい
ている　　　　

　　　　　
竪≧・相談面≠

して独自に

　

４．他の事業所等の利用が望ましいと考えられる場合には、利用者（及び
区 必要に応じて家族等）の了解を得て、連絡・依頼・紹介状の作成等を行

　

い、必要な場合には同行して引き継ぐようにしている。

てい

貫兄を〒

　

る。

ていま 届卿覇者星を
身
所
の謝様
的畏碁墓繋辞謂 響を把握し、その評価（アセス

止するために利用者の行動の特徴や健康上の留意事

　　　　　　

ている

１，個別支援計画策定のために、会議等を開催している。

２， ‘

　　

鰻 面の

　　

し

　　

言、

　

るための△＝業が

　

宜

　

，ｒコ”

　　

てい
してし

３，緊急に計画の見直しが必要な場合は随時会議・検討会を行っている。

４会議の内容は、所定の様式により記録・保存されている。

ている。

　

２，利用者（及び必要に応じて家族等）の参加・不参加に拘わらず、個別支
属 援計画の決定は利用者（及び必要に応じて家族等）の同意のもとに行わ

　

れている。てし

区婁賜う饗う繋溺国な尊著そ室。

唆支族
援謝喜寿」し
基響く具獅高音鯛樺そ鵠。

（及び必要に応じて

マニュアル化され

は、

ています

　

口
か

その内容、実施日時、回数、結果等が確実に

日常的にチェックし、利用者の

り、 ていない場合に２２．

区
ことにし

ｚ 維′ヒ－てい葛。
、ま 傷 慶している。

区 鼎 警 活に関する利用者の意向を、折りに蝕れて確かめるように努め

屠努躍 鞭 ぎ移行計画の策定に際しては、地域の関係機関からも協

履３，策定された個別移行計画は、利用者の合意に基づいている。

（障害児（者）／施設 ‐３‐）



□

　

Ｉ

□

□

、そのための支援プログラムが用意されてい

は、できる限り利用者が主体的に生活設計

は、必要に心じて、
、る。

て 屈も￥
ｉ用者の了解を得て、退所後も定期的に連絡し合う体制を設けてい

区を轡後の、緊急事態等の場合に備え、相談窓口（担当者）を置いてい

　

□２．退所者を支える組織（例え
ば、退所者の会や家族会等）を育成し、事業

騒 灘請用誓につし

区２ミ
事業所外のネ ・て、十分な情報が提供され、そのための学

園３，必要に応じて、自己表現の技能や話し方について支援している。

屈 響堰き自身が人権意識を高められるように情報や資料の提供

属提議捷雲霧需 等を介して、家

　

には糸目
讐られるようになっている。

れ、必要な場合は
いつでも連絡できま 区２．家族が希望する場合は、生活や活動の様子を随時見ることができる。
すか。

ていますか。

□２選挙向けの広報紙発キテや、家族向けの講演会や学習会等を実施して

『雫譜デ」馳ま直接関係ない事柄でも、家族からの相談には幅広く応

図羅駅屡諸主旨搬岩吉重症最善
て
め
‘繋藁支
応
援
じさぞ躍る嘉
及び家族等

唆竜繋諸鱈贈嚢鰻きざ議長葬響き有効に利用するように、
□３．帰宅中の生活では、利用者の生活の質（ＱＯＬ）をより高められるよう利

　　　　　　　

き

　　

て日

　　

、右プロ

　

や‐ム

　　

止してい

（障害児（者）／施設 ‐４－）



３

　

就労支援事業所の固有のサービス

就労支援事業所には、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や生産活動その他の活動の機会の提供など、他の事業所に
はない固有のサービスが必要です。さらに障害種別を超えたサービスが要求されています。
ここではそのような観点から、機能を評価します。

中項目

　　

小項目（質問項目） 着

　　

眼

　　

点 メ

　

ン

　

ト

ていますか？

区－，サービス提供にあたって、多様な作業内容を用意している。

幽２利用者の作業内容について選択ができるよう配慮している。

屈３作業工程の標準化をしている。作業の基本動作のマニュアルがある。

区４作業の月別・年別作業計画を利用者とともに作成している。

嘱５．計画に沿った適切な仕事量を確保している。

区無傷畿 醍 鱈饗所（施設）が」用者の個卸ｉ・全体の話し合いの場を定

豪７利用者の作業能力を評価するマニュアルがある。

区匙塩業告牢響 き
別業務実績を障害程度、特性に配慮しながら、利用者

図９，障害程度、特性に配慮し、個別の休憩を保障している。

　　

区１．工賃規程を整備している。

　　

威２．工賃規程は事業所（施設）と利用者の合意により設定している。

　　

区３．工賃支給は工賃規程により適正に行われている。

　　

侶４，工賃規程の見直し等の協議は定期的に行われている。

　　

区５，事業所（施設）独自に最低工賃を設けている。

　　

区６，工賃の目標値を設定している。

！ｉ、２，利用者に個別に工賃に関する説明をしている。

　　

図書懇 ぎする苦情‐要望等の受付担当者を置き、その機会を

　　

図３，苦情や要望が引き出せるような学習の場を障害程度、特性に

青・要望等の受付担当者を置き、その機会を個別に設

き出せるような学習の場を障害程度、特性に応じて定

て

　

区１．製品管理は適正に行われている。

　

区２．価格は、きちんとした原価計算のもと、適正に定めている。

骸き亭主製品について、固有の販売ルートや販売店（委託販ン

　

区４．受託作業について、適正に業者との契約を交わしている。

について、固有の販売ルートや販売店（委託販売を含む）があ

ている。車椅子利用者や目
整 している

　　　

回 さず
業を行ううえでの室内の採光（照明器具を含む）は適切に整備してい

　　　

区３．室内の色彩・音響等は、作業を快適に進められるよう配慮している。

　　　

図おき内の騒音対策等（遮音）は作業を円滑に進められるよう配慮してい

　　　

鳴き内の換気および温度湿度等は快適に作業ができるよう配慮してい

、ま
へ
す
の

　

図Ｔ，車椅子等の利用者が移動しやすいよう床面段差をなくしている。

　　

区２移動空間やトイレ等に手すりを設置している。

　　　

□３視覚障害者等利用封
がわかりやすいよう、表示物、案内楓点字・音

（障害児｛者）／施設 ‐５‐）



□４．２階建て以上の場合、エレベータを設置している。

区１．休憩・交流ス
ペースは疲れを癒せるよう快適な空

図２，喫煙場所が別に設けられている。

ていますか？

に立った配慮
ていますか？

、ますか？

ていま

活

　

区１作業台・机・椅子等は障害部分を考慮した条件になっている。
て

　

区２．作業内容により利用者に適した治具．工具を活用してし
ミる。

　

－”

　

区３．作業機械等の整備を行い安全性は確保している。

‐韓 ｇ１・作業内容に適した服装をするよう配慮している。

　

２２，作業服は、事業所として貸与・支給している。

ヵ露 図・利用者向けの就業規則」を整備している。

　　

溺竪年居宅馨 磐や特別休暇等各種休暇綱」度が就業の規則にき

　

履３利用者の障害程度、特性に応じた作業時間の設定になっている。

　

属４作業上の災害に対する災害補償に関する規程を整備している。

慮
ぎ 屈Ｉ利用者に対する労働安全衛生の視点に立った配慮をしてＬ、る。

　

区２．利用者に対する安全教育・指導をしている。

　　

区３．労働安全衛生を担当する担当者を置いている。

　　

区４．労働安全衛生に関するマニュアルを整備している。

１外部の作業に関する研修の機会を積極的に設けている。

２．異業種者との交流を積極的に行っている。

３，職種・商品開発研究を積極的に行っている。

１，作業開拓・営業の専任（担当）者がいる。

２，積極的に作業開拓・営業活動をしている。

ｆ，一般就労に向けての個別支援マニュアルがある。

２，一般就労に向けて利用者本人の意欲を引き出す努力をしている。

３，一般就労に向けて利用者に情報提供をしている。

４，一般就労に向けて、他機関との連携を保っている。

１，一般就労に向けての職場実習を適時、計画・実施している。

２職場実習に向けての体制や諸規定が整備されている。

１，一般就労した後のフオローアップ体制が出来ている。

２離職した利用者が再入所できるように受け入れ体制を整えている。

て、

２必要な人には、体育・音楽や芸術などの活動を取り入れている。

３，障害に適した環境づくりに心がけている。

４利用者の自己実現についての職員の年間研修計画が作成されてい

各種休暇制度が就業の規則にきちんと

て

（障害児（者）／施設 ‐６－）



４

　

日常生活支援サービス

　　

利用者がその人らしい快適な生活を送るためには、利用者自身の自己決定を尊重するサービスの基本理念が必要になります。また、サービ

　

スの提供に際しては、支援の方法・環境の整備・介護技術等の質を高める努力を重ねながら、一方では会議や研修を通じて職員の共通認識を

　

回る必要があります。

　　

　

　　　　

　

　　　　　　　　　　　

　

　　

　

　　

　

　　　　　　　　　

　

　　

　

　　　

　　　

　　　　　　　　

　

　　　　

　

　　　

　　　

　　　　　　

　　

　　　　　　　　　　　　

　

　　

　

中項目 目（質問項目）

ていますか。

着

　　

眼

　　

点 メ

　

ン

　

ト

　

ロー．食事の介助等、支援方法に関してマニュアルが用意されている。
て
巧翌嬰者の体調や身体状況により、必要に応じて働ーの食事を用

意

献
の □，．定期的に暗好調査を行い、その結果を献立に反映している。
味 一”剛－－－－－”－－……－”…”……－……－－－”ー
、れ

　

□２．食事サービスの検討会議等には利用者も参加している。
て

　

－－－－－ー

　

□３，適温の食事を提供している。

　

□４．献立・食材に季節感があり、盛り付けや食器にも工夫している。

　

□５．食堂には複数の調味料・香辛料が用意されている。

　

□６．献立及び食材について、その情報は予め利用者に提供されている。

□を鯖 介助については、利用者の様子を

□

　

Ｉ

、必要に応じて個別の食事を用意して

、て定期的に検討会議を開き、必要に応じて

口２．食事は、幅のある時間帯の中で喫食することができる。

□嬬青ま撃多発高沼用
の
意望馨幸謂Ｆ

入浴介助や支援‐助言方法につ

□
２，一

口３，入浴の介助や支援”助言業務は、所定の様式により記録されている。

口髭寄高潔嬢野間のほかに、失禁や汗をかいた場合等必要に応じてＭ

口名誉谷の
時間帯や週間回数については利用者との話し合いで決めてい

口 警喜憂脱衣場の設備や入浴器具の設置等については、検討会議をも

口を轡 場の冷暖房設備は気候や利用者の
身体的状態に応じて調整で

口３．浴室や脱衣場は、プライバシーを保護する構造・設備になっている。

ています

　

口
１．
Ａ
池
、 ミ
の
立
マニュア

ロ

口

集尿器、採尿器、ストマ用具等）の使用
こマニュアルが用意されている。

て、

口４．１ラド地介助の結果は所定の様式により記録されている。

□１，身体状況に応じ
た設備や補助具の配備を含めて、ト

ロ２．プライバシーに配慮したトイレの構造・設備になっている。

口３，換気や適切な薬品使用等、防臭対策がなされている。

口４，清掃は毎日行われ、汚れた場合は直ちに対応している。

口５．採光・照明等は適切である。

口６．冷暖房設備がある。

（障害児（者）／施設 ‐７一）



ロー．衣類は利用者の意思で選択している。

□２．衣類の選択について、必要があれば相談に応じている。
してい

　　

か。

　

口２．衣類の選択について、必要があれば相談に応じている。

　　　　　　　

□妻翻応轡 編
ま、必要があれば、職員が相談、情報提供、買い物支援

に醇溝蟹
や
等
破
口 躍 饗撃摂窪ｔ生じた場合には、速やかに対処するための業務手１頓が

対応は適切です

　

－…－－…－－－－－…－…－－－‐－－－……－－－…－－－－－－－－－ー－

。

　　　

□を数電離ゑ讐灘を馨著た場合、特殊な場合（強いこだわり等）を除き、

□ 纏 ＊ 破損のために着替えをした場合は、それを記録するこ

唖弁髪屋艶蚤Ｌ皇電熱樫ぎまいという希望の
ある利用者に対して

重し、選択
□１，髪型や化粧の仕方等は利用者の意思で決めている。

支援して

　

…‐－－”…”……－－－－－－－－－－剛－－”－－－－…－－－－”－……－…－”ー“

　　　　

［２．職員は、必要があれば、整髪や化粧を手伝ったり、又は相談に応じたりｏ

　　　　　

Ｌ

　　　　　

Ｊ

　

している。

　　　　

□３．理容・美容に関する資料や情報を用意している。

票喜平□も筈潔雛誓書美て穿摩る＠利用について、必要に応じて職員が同行す
ています

　

□
≧利用する理髪店お美春闘湯じそば二必勤罪巳そ、理綾と協力を得ら

唖寝室配
や
慮謝差
周
れ
辺
て鵠薯
音について、利用者の希望や状況に応じた適

　

２．夜間就寝中の利用者に対するサービスについては、体位変換やおむ
□ つ交換、さらには睡眠リズムの乱れや不眠者への対応等を含むマニュア

　

ルが用意されている。

□３．夜間に行われた個別支援は、所定の様式で記録されている。

□ 零 慰ま、利用者の好みに基
づいて用意され、又は私物使用も認められ

□５否眠
等により同室者に影響を及ぼす場合、

ですか。

　　

□１．利用者の健康管理マニュアルが用意されている。

　　　　

□２．医師又は看護婦による健康相談を受けることができる。

　　　　　

曝露畿逢楚開麺髪型鷺≦及び必要に応じて家族等）に対して健康面

　　　　　

□撃殺灘著者琴蓄電鷺じて家族等）の承諾を得てインフルエンザ等の

　　　　　

□ 難 震 譜二
増進のため、日常生活の中に取り入れるプログラムが用

　　　　　

嘩歯の鰯雲墨饗需閣議咽
生
腔
士糖幸三察零轟際繕製歯豊際濯ぎ

瀦医激務ぐ啄辱増穂 変調があった場合の対応の手１順は、マニュアルとして用意さ
ますか。

　

一”－－－－－－－－”…－－－

　　　　　

□参観域内灘謎霊
力
し
的平損ぎ機関（診療所又は病院、アクセスはおおむね２０

　　　　　

□ 廼 装裂きを医療機関で
は、入院治療が必要な場合の受け入れがス

薬・外用薬

　　

ー，利用者（及び必要に応じて家族等）並びに担当職員は、薬の目
そ 腰李に 口的‐性質‐効果，副作用，注意事項等について、適切な情報を得

　　　　　　

ている。

　　　　　

□鰯繕馨望塀。
者号三豊鞭れマ
る璽聖堀部謡鞍幸せ暖‘使

　　　　　　

３．薬物の取り違え・服用拒否や服用忘れ，重複服用等、薬物使用

　　　　

口 に誤りがあった場合の対応については、 マニュアルが用意されて

　　　　　

いる。

　　　　　

□名
内服‐外用薬の使用状況は、所定の様式に従って記録されてい

（障害児（者）／施設

　

一８一）



　

巴邪隈圭一 艇桓金雪ぞ酋□名字
し合いやアンケート等を通じがｉ用者の意向を把握してい

　

ション

　　

由に行えるように
□
２利用者白ま、余暇やレクリェーションだ関ずる情報を提供して

　　　　　　

していますか。

目 □ 名字
し合いやアンケート を通じ がｉ用 の思口

　

巴 してい

」
電甲者には、余暇やレクリェーションに関する情報を提供して

　

□ 選 慶 馨 饗体的に企画‐嫁するように、職員は側面的な

　

□名字要
に応じて、外部から協力者（ボランティア）を受ーナ入れてい

　

□５．地域の社会資源を積極的に活用している。

□１‐閣 橡
て

じるよう
配慮されています
か

つい
て

てＬ

つてい

□を

か。

　

　

　

　

　 　

　

　　

　

　　
ように

　

］ している。
ています……

□
２
じて、

□

にで

己
塞ぎ

と話し合って、外出についてのルール

　

２．必要なときには、職員・ガイドヘルパー・地域のボランティア
□ 等、いずれかの人からの介助や支援・助言を受けられる体制が

　

整っている。

　　　　　　

　

４・外出に伴う
□ 習を行うとと

　

る。

ト
十

ている。

し

るよ

し、

□泰 艇 いざ
表や自治会 と話し合って、利用 主 のルールを

□後妻膳型や鱈蹟鰻鴛灘謡鼎卵宅窓ぞ族の立

□考鰯潔難李食雪選鞭ヒを＆きせ〆や家族の事情を

、り金については、その取り扱い規約を定め、責任
こしている

と
し

び必要に応じて家族

　　　　　　　　　

ている

して業務を分担し、相互チェックが図られる

　　　

い

る人には、

け

ている。

る人には、小遣
を支援している。

じて家族

じて家族等）か

　
□

　

２．

□

　

３．

□

□１．新聞・雑誌は個人で購入できる。

□をテレ
ビやラジオ等は個人で所有できるように便宜を圃ってい

□
３，養聞・雑誌やテレビ等の共同利用の方法については、利用者レビ等の共同利用の方法については、利用者間

ら ている

つＬ・そ

　

□１，利用者の代表や自治会等と、話し合ってルールを設けている。

」
ロ
ー

影響－－三
　

　

　 　
２，具体的な場面では、自治会や利用者全員と協議して、場所・時
間・方法（喫煙場所、飲酒場所・時間、一気呑みの禁止等）に様々間・方法（喫煙場所、飲酒場所
な配慮を行っている。

　

３，酒やたばこの害については、利用者が正しい認識を持てるよ
□

　

う、利用者全員に情報提供を行った上で、飲酒・喫煙が認められ

　　　

ている

（障害児（者）／施設

　

…９…）



５

　

生活環境の整備

利用者へ快適な生活環境を用意することは、すべてのサービスの前提条件となります。生活環境を考える場合には、利用者の立場からの視
点と事業所周辺の地域への影響という二つの視点が重要になります。
ここでは、事業所がその生活環境について定期的な点検を行い、可能な限りの工夫や改善をしているか杏か、ということを評価するもので

中項目

　　

小項目（質問項目）

　　　　　　　　　　　　　

着

　　

眼

　　

点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

コ

　　

メ

　　

ン

　

ト

らびに事業所周辺

　

□１，点検・整備のマニュアルが用意されている。
は、定期的に点

　　

－－－－－－－－－－‐－－…－…”－－－－－－－－－－”…－“－－…“…”ー…”

　

・整備されてい

　

□２，点検・整備の担当者ならびに責任者が明らかにされている。
ますか。

３．点検・整備の結果は、文書処理されて施設の各部署に報告され
ている

４．点検．整備の結果に基づき、必要な整備が計画的に行われてい

５．点検・整備の結果とその対応策は、利用者に知らされている。

１．利用者が一人になりたいときや感情の高ぶったとき等に利用で

つ

　

‘
屋があり□畿勤 啄 書ろげる場所（部屋やスペース等）

３，

　　

の

　

至化や二人部屋化

　　

現している。

　

た、
ム・グループホームにおいては個室化を実現している。

４，訪問者と面会できる部屋が用意されている。

１，利用者（及び必要に応じて家族等）との話し合いを持ち、その結
きる環児への取り

　　

果を生活環境の改善に反映させている。
温みがなされてい

　　

２，身の回りの生活環境（事業所内の清掃や装飾、室内のベッドそのますか◇

　　

□著雷暑鞠灘芝Ｌ峯巌を竪誓≧‘記者祷る冥福摘舜提
職
案
員
を
と

　　　　　　　　

行う機会を設けている。

□
３‐型用者の警行品や身近な私物については、利用者の気持ちを理

　　　　　　　　

にしている

　　

Ｐ処

　

呆

　　

１，汚水や生活廃水等の処理については、法令を満たす基準の設備へ

　

配慮がなさ

　　

ふぞ世ニーム

　

「－－マ”←俳＾↓－工”はふぐ｛ ムザハヱ

　

ルミェ十

　

ｎー醐” ｝、
［ 小・胴＾や十

札・ー
て一千ノノ十

レト枇？に土暇小文？私 盟◎？“土；□′トニ

　　　　　　　

〕 ム、グループホームにおいては、地域の所定の基準１コ従って、適
ていますか。

　　　　　　　

切に行われている。

その□ 結果は、職員、地域の人達等に報告されている。

□象纏鞍等質髪蒙る誓具等の汚物処理については、

□詩婦長の塾≧擬そ遁 湊精。
を及‘

　

ないよう、

一一助”」中… ［１．清掃及び衛生管理については、規程や実施マニュアルが用意さ剥生は適切に維

　

］ れている。
されています

　　　

２．清掃及び衛生管理については、事業所内に委員会が設けられて
ｏ

　　　　　　　　

□ おり、基本的な方針や具体的な問題に関して、提言を行ってい

　

３．清掃や衛生問題については、担当者と責任者が任命されてお
□ り、責任者には、必要に応じ迅速な問題解決に当たることのでき

　

る権限が与えられている。

（障害児（者）／施設

　

一１０－）



６

　

地域との連携

通所・入所を問わず、事業所は地域の中の社会資源として存在します。当然、その利用者は、もともとそれぞれの地域に属する
一員ですが、同時にその事業所が属する地域の一人として大切な存在になります。そうした事業所利用者が、その地域の人々と好
ましい関係を作ることば、自立への大切なプロセスであり、同時に、それは事業所と地域の相互交流の架け橋になることを意味し
ます。

　

事業所は、地域住民からみれば、 しばしば貴重な社会資源です。事業所の持っている機能は、単に利用者のものではな〈、地域
の人々にとっても活用できるものと考えられるからです。一方、事業所の側からみれば、地域との連携を深めることによって、そ
のサービス機能はさらに充実・向上するものです。

　

ここでは、地域に開かれた事業所であるか否か、そして、その結果、利用者のニーズをより効果的に満たしているか否か、とい
うことを評価します。

目（質問項目）

　　　　　　　　　　　　　

着

　　

眼

　　

点中項目 コ

　　

メ

　

ン

　

ト

に対震理解促蓬屠Ｌ学習ｇｉ

　

所 升 こ の現 せ設け、 戸升
と地域への事業所
開放を図っていま

　

Ｉ

　

Ｚ２，地域の人達に事業所の開放や、備品の貸し出し等をしている。
すか。

　　　　　　　　

－

　　

、

　　

′

　　　

－に‐ ‐一一 －－…； ぐ

　　　　

ー

　　

□ 灘 を鱗 そをいる。
や冨

　

理 して らっこめの距 ＝‐研

　　

□ 麓 轡 鱈幸等の地域住民の生活に役立つような、講習会等を

　　

図５，地域の人達のボランティアを積極的に歓迎している。

　　

口６．事業所の様々な行事への参加を地域の人達に呼びかけている。

覇 図１地域の情報を収集しに れを利用者に提供している。

　　

園雑援護 婆要船 鱈票 繕するという方針があり、職員

　　

燭 鷺 塾奮熱望き箸＊
行事参加に職員やボランティアの支援を

ａむ

　　

１．親善試合や見学・旅行といった、スポーツやレクリエーション
を進

　　

を通じて、他の事業所との交流を行っている。
ｏ

　

□…キ１用
者は、地域の人達と企画の段階から、様々な行事・スポー

　　　　　　　

１

　

エーぐ

　　

、

　　

こ参

　　　　

・
コロナ禍の為イベント自体が
ない

えていま 扇 ヒ
ム
か
ｍ
てい葛

　

丁

　　　　　　

‐ っ

属￥関綴喜書棚鰹窄編開き認き粟いる。
ポランティ

唖 輔 瓢解 騒憐 銘了レットを作成しぶれを地域の住

扇
４．地域の住民や関係機関を対象として、事業所で行われている作

琶総地嬢 噴き繁 ぞ
－形態で る副ホームやクルｍ ホーム 設置、

平泳斎ス三
円
宅地繁 磐支援するホームヘルプ‐サービス、デイサービス、

　　　　　　　　　　　　　

の ±

　　

－ビス

　

“－っている

□３，在宅障害者のための相談事業を行っている。

□ ＆その
他、自治体独自又は法人独自の地域生活支援事業を行って

　

′、フノ丁ィ
受け入れや受け入

　

□１，ボランティア育成を積極的に行っている。
れのマニュアルが －‐醐…一ｗ－ －－－－－－－…－ーー－－ーー

用意されている。 図２，ボランティア受け入れは、所定の様式で記録されている。

屠賜捻鶏夢箸程崇墓差霊昆明
ン
確定さ
ア
れ
コ
て謡忍
ネータ一等）が

属嬢言審議あて字諸 れに際しては、あらかじめ利用者や職員

４ ボランティアの意見や指摘事項を事業所運営に反映させてい

□６．ポ乏ンティア育成のため、ボランティア講
座や体験学習等を計

ｌ

　　

ｏ

　

言

　　　　　　

１．関係機関（福祉事務所、児童相談所、保健所、職業安定所、学校
の連携は適切です

　

属 等）や地域内の諸事業所とは定期的に情報交換のための連絡会を開
か。

　　　　　　　　　　

‐している。

区２．連携のための窓口（担当者）が決められている。

回３．関係機関とは日頃から情報交換を行っている。

（障害児（者）／施設

　

…”…）



７

　

役員及び職員の研修

事業所は、社会や個人のニーズに基づき福祉サービスを提供します。そして、利用者に具体的なサービスを提供するのは、一人
ひとりの職員です。 しかし、職員はそれぞれ単独で存在するわけではなく、事業所という組織を形成する一員として存在していま
す。そこでは、基本理念に支えられた組織の中の職員が事業所の提供する機能のそれぞれを分担しています。その組織を統括し、
代表するのが事業所管理者（施設長）です。

　

事業所の良し悪しは、そこで提供される福祉サービスによって決まりますが、それは、管理者を含む事業所職員一人ひとりの力
量に由来します。ここでは、資質向上に関する事業所の努力や実態を評価します。

中項目

　　

小項目（質問項目）

　　　　　　　　　　　　　

着

　　

眼

　　

点

　

　　　

　

　　　

　

　　　　

　
計画的に実施され＊鱈凝鵠誓書翻の麓簾糖望享里融壷鞍閣嘗
ていますか。

　　　　

が策定されている。

団２，研修の具体的な立案・実施のために研修担当者を決めている。

　

３，新規採用者、中堅職員、管理者、専門職種等、それぞれの立場

　

－・

　

÷

　

－ ヌマニユ

　　

レ

　

－′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

い

　　　　　

露言 ケース宏譲、 ケア

　

１．

　

昇り

　

職員の研修として実施している。
・に行ってい

　　

２，新しいサ画ビス技法や様々な実践の成果について常に情報収集か。

　　　　　

蟹 を行い、必要に応じて外部から講師を招いて、有効と思われる知

　　　　　　

識・技術の導入に努めている。

　

３，福祉の動向、障害者観の変遷、社会的支援の新たな制度や事業
図 については、資料を添えて幹部職員ができるだけ詳しく説明して

　

いる。

□ も職員研修１二 他
事業所の見学や実習を積極的に取り入れてい

しています三宅福祉学会等の実践報告会に積極的に報告者として参加してい

□
３，他事業所又は研究機関・研究者と共同で共同研究等を行ってい

図１，学会・各種研修・研究会等に職員を参加させている。

図２，専門資格取得のために勤務時間の面等で配慮している。

（障害児（者）／施設

　

－１２－）



８

　

緊急時の対応

　

事業所には利用者の生命・財産を守るという使命があります。日常的なサービス提供の中でも、あるいは非常事態にお

　

いても、その使命は変わりません。従って、不断の事業所設備の充実は必要不可欠であります。そして、日常の事業所運

　

営においては、非常事態における生命・財産の保護に備えた体制整備が求められます。ここではそうした視点からの事業

　

所機能を評価します。

中項目

　　

小項目（質問項目）

　　　　　　　　　　　　　

着

　　

眼

　　

点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

コ

　　

メ

　

ン

　

ト

対応 ｇ 茅
低基準ならびに消防法に示される防災対策は確実に行ってし、

蟹鋪諸法全勝熟も繁警醒要資をキ込んだ防災規定

ｚ 雛 響 繁 マニュアルー＝基づいて、定期的に避難等の訓練が行

ば 嬬 驚 宇に基
づいて、防災対策の点検と見直しが定期的 賄わ

□累堰繋編を禦し繁箸一生した災害ｒ＝も姉えて、連絡

ｚ６，事業所要辺の危険度（崖崩れ等）調査や施設建物の耐震診断等・

　　　　　　　　

こっし、

　　　　　　　　　　

つ

　　

い

□ 饗 繁 讐 めに食料・医薬品、日用品等を備蓄し、定期的に点

ＩＺ８．損害保険等に加入している。

対応は十図要 謁鴛警等弄繁搾控
え舞も≦る封
かん発作や怪我等）を想定

□ 登 隼 給 ？連絡についても、その手順がマニュアルとして用意

□３．事故や急病を想定した訓練が定期的に行われている。

区守塾 像綴 鯖も磨ぎ奮き終えたら速や
かｒ＝報告書を作成

　

５．緊急時には、休日・夜間でも医療が確保されるように、特定の
扇 医療機関と提携している。（ここでは、単身で適所している利用者

　

から、緊急の相談が事業所や職員にくる場合等も想定している）

区も手傷儀銚豪農病鱈鱈裂小諸商寄云－ぇドきざ像き甑ド
ロ７．職員には、必要な救急法の研修を行っている。

られていま区鳥屋〒モ没係る。
唆 ＊ の 治五や団

　

と目 父 、 ・‐ガカ

　

Ｅ粥 ってい

扇３．地域の団体や機関と共同で防災訓練を行っている。

　

４．大規模災害の場合には、事業所が、地域の雁災者を受け入れる
口 臨時避難施設になることを想定し、対応マニュアルが用意されて

　

いる。

（障害児（者）／施設

　

一１３－）



９

　

組織，運営・管理

　　

事業所は事業所の理念を持ち、それをの利用者や家族、職員はもちろんのこと、地域にも明示しなければなりません。その理念の具現に向

　

けて事業をするとき、民主的な組織や運営および管理であることが重要です。

　　

ここでは、事業所の理念と民主的な組織・運営・管理という視点から評価します。

　　

中項目

　　

小項目（質問項目） 着

　　

眼

　　

点

　　　　　　　　　　　　　　　　　

コ

　

メ

　

ン

　

ト

　

畠 ‐商議襲う^粛閣議区も △「
酬い ＝） Ｍｒ『 ＝仝′±」‘－

＝‐

　

されてい

　　　　　　

員会は実質の機能

　　　　　　

を果たしています

　

図２，理事（運営委員）は事業体の経営に実質責任を果たしている。

　　　　　　

か。

　　　

屈も ＊ 会（運営協議会）は高い経営能力、事業企画力を持ってい

　　　　　　　　　　　　　　　　

園 鰻 妻妾 累響ずみ議会）と評議員会は、その役割と機能が明確に

　　　　　　　　　　　　　　　　

□ 慧
騨 会（運営協議会）もしくは評議員会に家族代表が入ってい

　　　　　　　

ｇ ％ ＊ 会（運営協議会）もしくは評議員会に職員代表が入ってい

　　　　　　　

□Ｚ・、野
会（運営協議会）もしくり 一 二；－割用者代表が入って

　　　　　　　　　　　　　

区８，権限が特定の個人に集中していない。

　　　　　　　　

…，｛やＦ
ー１ー

　　　　　　

を整備していまず 図１．運営規則を整備している。

　　　　　　

か。（共同作業

　　　　　　

所）

　　　　　　　

届２，運営規程を整備している。

　　　　　　　　　　　　　

遡３，就業規則を整備している。

　　　　　　　　　　　　　

嘱４．利用者名簿を整備している。

　　　　　　　　　　　　　

区５．金銭出納簿を整備している。

　　　　　　　　　　　　　

幽６．設備備品台帳を整備している。

　　　　　　　　　　　　　

区７．作業日誌を整備している。

　　　　　　　　　　　　　

区８．証拠書類綴を整備している。

　　　　　　

ますか。

　

′十あり

　

店１．軍木ｒｒ“判”．－－態と来止している。

　　　　　　　　　　　　　

属２．将来構想は、短期・中期・長期のそれぞれの構想がある。

　　　　　　　　　　　　　

図３．将来構想にそって年度事業計画をたてている。

　　　　　　　　　　　　　

図４．将来構想にそって年度事業計画を実行している。

　　　　　　

“・際昌▲“且．÷開か

　

熔，．職員会議は定期的に開かれている。

　　　　　　

れていますか。

　　　　　　　

傷 も 嬰 会議で職員ーふ蜘‐」爾して対等に自由に活発に論議をして

　　　　　　　　　　　　　

図３，職員会議できめられたことは、全員一致してとりくんでいる。

　　　　　　

鰹 鰍墓参導 ｍ 利用者の会（自治会）がある。

　　　　　　

か。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

””

　

′

　　　

｛

　　　　　　　　　　　　　　

□２，利用者の会（自治会）の活動は活発である。

　　　　　　　　　　　　　　　

□ 隷 髪 鰍 き 要套もぎメン
バーは対等な立場で自由に意見を

　　　　　　

一

　　

ぇがありま

　

□，．家族会がある。

　　　　　　

すか。

　　　　　　　　　　　　　　

□２，家族会の活動は活発である。

　　　　　　　　　　　　　　　

一 番瞥会で家族は対等な立場で自由に意見を述
べることができて

　　　　　　

⑦後援会がありま

　

□，．後援会がある。

　　　　　　

すか。

　　　　　　　　　　　　　　

□２，後援会の活動は活発である。

　　　　　　　　　　　　　　　

□モ・磐
会で会員は対等な立場で自由に意見を述べることができて

　　　　　　　

３２項目中

　

２１項目

　

…

　

ズ

　

Ａ ⑱ ．Ｃ

　　　　　

／ ／
／／

（障害児｛者）／施設 ‐１４－）



区１．事業体の情報は公開している。

２．情報は広く地域に公開されている。

３，地域への情報の公開にあたり、透明性を高める努力をしてい
る。

４財務情報が公開されている。

５，事業体の将来構想を地域に公表している。

６． 事業体の将来構想が地域のニーズに合ったものとして受け止め
られている。

７．地域の人々との交流の機会を積極的にもっている。

８．障害のある人の状況を絶えず地域に知らせ、障害者福祉の充実
に向けて地域とともに歩む姿勢をとっている。

整備されていま

　

屈１，職員の採用・異動等、人事に関する方針が定められている。
かｏ

　　　　　　　　　　　　

－－－－－－－－－－－－－……“

　

－－－……．・“

　

…－

　　　　　　

図２定期的に人事考課を実施している。

　　　　　　

圃 浅 蒙 馨 警て、客観性‐公平性‐透明性を確保するための

　　　　　　

圃４，職員に対する福利厚生事業を行っている。

区ｉ．事業計画を実施するに必要な予算編成がなされている。

闘２．予算編成にあたり職員の意見を聞いている。

（障害児（者）／施設

　

一１５－）



障害福祉サービス共趣評価基準

　

概評

　

〔各シート共通〕

○概

　

評

①非該当とした項目 （放課後等デイサービス、児童発達支援については「いいえ」とした項目） の説明、②独
自に必要と思われる評価項目等、③項目評価を通じて気づいた点などを記入してください。

（Ｍ′ず一一１Ｌ′【－”三との連携…（１′，ヤ，””

コロナ禍の為関係機関への出入りが出来ない事や、直接的な交流が難しい状況だった

②近隣の公園などに出かける機会を持つことで、共有の空間での活動を通して

自然なふれあいを心がけるようにしてきた

③今年度もコロナ感染予防の為学校が休学や閉鎖になることが頻繁になり、 いろんな活動への

制約が余儀なくされた．コロナ禍でもストレスの無い、 いろんな活動の保障を工夫

環境の整備もしながら子どもには楽しんで来所してもらえた

（概評

　

…１－）



○サービスの質の向上に向けて取り組む課題

前回までの評価において、サービスの質の向上に向け取り組む課題を設定している場合はその内容と進捗状況
を、また、新たに今回の評価によって今後取り組むべき課題がある場合も、その内容を記入してください。

関連する項目 内容および進捗状況
新規
継続
終了

　　

取り組みの期間
（０年○月から○年０月まで）

地域諸機関との連携 デイサー
ビスの受け入れに関して、送迎時間の

把握及び学校との連携を密にしていく 継続 Ｒ４．４～Ｒ５．３

非常時などの対応 コロ
ナ感染予防に対する情報の把握、保護者と
の連携、学校等関係機関との連携を密にする

新規 Ｒ４．４～Ｒ５．３

（概評

　

－２‐）



【参考様式】

サ ー ビス 改 善 計 画 書

策定日： Ｒ４，４．２１

事業・サービス名： 放課後等デイサービス

施設・事業所名： げんき

自己評価項目 評価結果 問題点・課題 改善内容と目標 時期と期間 責 任 者 備

　　

考
（必要な予算等）

関係機関や保護者
との連携

⑩就学前の機関と
の連携

⑩放課後児童クラ
ブ等との交流

いいえ

いいえ

契約の期間が長期休み
ぎりぎりの場合、訪問
などしにくい

コロナ禍の為大人数で
の交流が出来ない。直
接的な活動が厳しい

電話などでの問い合わ
せにより情報を得る機
会を持つ
１樹淵雰ーー－」」１‐ＪＪ、 」‘

　

Ｉ

　

ＪＩ口」
じ空間を共有したり、
活動を見るなど離れた
場所でも出来ることを

　　

Ｒ５，３

長期休みな
どの期間

前川美智
子

前川美智
子

（改善計画‐１一



ー事業者向け１ 放課後等デイサービス自己評価表（げんき）

　　　　　　　　　　

チェック項目

　　　　　　

はい

　

￥覇聡 いいえ

　　

改善目標、エ夫している点など

利用定員が指導訓練室等スペースとの関
係で適切であるか

・員の配置数は適切であるか

事業所の設備等について、バリアフリー化
の配慮が適切になされているか

Ｏ

Ｏ

Ｏ

業務改善を進めるためのＰＤＣＡサイクル（目
票設定と振り返り）に、広く職員が参画して

　　

○
いるか

保護者等向け評価表を活用する等によりア
ンケート調査を実施して保護者等の意向等

　　

○
を把握し、業務改善につなげているか

この自己評価の結果を、事業所の会報や
ホームページ等で公開しているか

Ｏ

第三者による外部評価を行い、評価結果を
業務改善につなげているか

職員の資質の向上を行うために、研修の機

　　

ｏ
会を確保しているか

　　　　　　　　　　　　　

０

のニーズや課題を客観的に分析した上で、

　　

０
放課後等デイサービス計画を作成している

子どもの適応行動の状況を図るために、標
準化されたアセスメントツールを使用してい

　　

０
るか

活動プログラムの立案をチームで行ってい
るか

Ｏ

活動プログラムが固定化しないよう工夫して

　　

ｏ
いるか

平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ

　　

ｏ
細やかに設定して支援しているか

子どもの状況に応じて、個別活動と集団活
動を適宜組み合わせて放課後等デイサービ

　　

○
ス計画を作成しているか

支援開始前には職員間で必ず打合せをし、
その日行われる支援の内容や役割分担に

　　

○
ついて確認しているか

支援終了後には、職員間で必ず打合せを
し、その日行われた支援の振り返りを行い、

　

０
気付いた点等を共有しているか

日々の支援に関して正しく記録をとることを
徹底し、支援の検証．改善につなげているか

　　

〇



定期的にモニタリングを行い、放課後等デイ
サービス計画の見直しの必要性を判断して

　　

○
いるか

ガイドラインの総則の基本活動を複数組み

　　

。
合わせて支援を行っているか

障害児相談支援事業所のサービス担当者
会議にその子どもの状況に精通した最もふ

　　

０
さわしい者が参画しているか

学校との情報共有（年間計画・行事予定等
の交換、子どもの下校時刻の確認等）、連

　　　

ｏ
絡調整（送迎時の対応、トラブル発生時の
連絡）を適切に行っているか

医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場
合は、子どもの主治医等と連絡体制を整え
ているか

就学前に利用していた保育所や幼稚園、認
定こども園、児童発達支援事業所等との間
で情報共有と相互理解に努めているか

該当者なし

Ｏ

学校を卒業し、放課後等デイサービス事業
所から障害福祉サービス事業所等へ移行

　　

○する場合、それまでの支援内容等の情報を
提供する等しているか

児童発達支援センターや発達障害者支援セ
ンター等の専門機関と連携し、助言や研修

　　

○
を受けているか

放課後児童クラブや児童館との交流や、障
害のない子どもと活動する機会があるか

ロナ禍の為直接交流はないが、公園
どでの自然な交流はできている

　　　　　　　　　　　　　　　

０

ｇ響檀家支援）協議会等へ積極的に参加

　

。

日頃から子どもの状況を保護者と伝え合
い、子どもの発達の状況や課題について共

　　

○
通理解を持っているか

保護者の対応力の向上を図る観点から、保
護者に対してペアレント・トレーニング等の支

　　

０
援を行っているか

運営規程、支援の内容、利用者負担等につ

　　

０
いて丁寧な説明を行っているか

からの子育ての悩み等に対する相
切に応じ、必要な助言と支援を行っ

　　　　　　　　　　

０

、るか

の活動を支援したり、保護者会等
る等により、保護者同士の連携を

　　

０ 父母の会の組織はない
ているか



　　　　

子どもや保護者からの苦情について、対応

　　　　

の体制を整備するとともに、子どもや保護者

　

（

　　　　　

に 。

　

し

　

汁 主

　

ぐ

　

つ －日△ こ冊、 ・つ、

　　　

）

子どもや保護者からの苦情について、対応
の体制を整備するとともに、子どもや保護者

　　

０に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適
切に対応しているか

定期的に会報等を発行し、活動概要や行事
予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者

　　

○
に対して発信しているか

Ｏ情報に十分注意しているか

障害のある子どもや保護者との意思の疎通

　　

。や情報伝達のための配慮をしているか

招待する等地
っているか

Ｏ

緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、
染症対応マニュアルを策定し、職員や保ぎ

ているか

行塑控駅
難、救

　

０

待を防止するため、職員の研修機会を確

　　

０する等、適切な対応をしているか
ｏのような場合にやむを得ず身体拘束を行
かについて、組織的に決定し、子どもや保
者に事前に十分に説明し了解を得た上

　　　

０
ぐ、放課後等デイサービス計画に記載して
、るか

アレルギーのある子どもについて、医
指示書に基づく対応がされているか

Ｏ

リ′ぃソト事例集を作成して事業所内で共

　　

。
ているか



参考様式Ｂ３（自己評価等関係）

保護者等からの放課後等デイサービス事業所評価の集計結果（公表）

公表：令和

　

４

　

年

　

４

　

月 ２２

　

日

重整墓所名

　

放課後等丁イサービスーデんき

　　　　　　

保護者等堂文（児華数） ２６

　

回収数

　

２０

　

割合

　

７７

　

％

＊１放課後等デイサービスを利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関
するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支
援を提供する上での留意事項などを記載する計画のこと。放課後等デイサービス事業所の児童発達支援管理責任者が作成す
る。
＊２事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のこと。子どもの障がい特性や課題、平日／休日／
長期休暇の別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。

　　　　　　　　　　

チェック項目

　　　　　　

はい

　

積 潔 いいえ ゎからない ご意見

　　　　　

ご意見を踏まえた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

対応

凹

　

，
子どもの活動等のスペースが十分に確保さ

　

，７

　　

２

　　

，
遊びによってコーナ

田
－が

、

　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

；；
どもの活動等のスペースが十分に確保さ
ているか

性は適切であるか

業所の設備等は、スロープや手すりの穀
などバリアフリー化の配慮が適切になさ
ているか

ハリ

ニーズや課題が客観的に
放課後等デイサービス計
ているか

定化しないよう工夫さ
てし

後児童クラブや児童館との交流や、陣
、のない子どもと活動する機会があるか

、の内容、利用者負担等について丁寧な
がなされたか

、・

的

と伝え合
について共

して面談や、育児に関する助言
行

　

れているか

者からの苦情について、対応
するとともに、子どもや保護者
し、苦情があった場合に迅速か
、しているか

との意思の疎通や情報伝達
なされているか

てし

情報に十分注意しているか

び時対応マニュアル、防犯マニュアル、感

正対応マニュアルを策定し、保護者に周
・説明されているか

吊災害の発生に備え、定期的に避難、救
その他必要な訓練が行われているか

は通所を楽しみにしているか

の支援に満足しているか

１７

１７

１９

４

１９

１８

１５

５

１３

１９

２０

１９

１４

７

１９

２０

ロナ禍の為集まる機会 コロナ以前はグループ懇
はない など開催出来ていた

苦情がなく目の当たりに
していないのでわからな
い

繰り返し伝えてもらってい

定期的に便りが発行され
楽しみにしている

してもらったり配慮しても

リラックスできる場になっ
ている

通所日が祝日になると子
どもが残念がっている

戸外に出るなどの訓練は
コロナ禍の為出来ない分
絵本や映像などで対応

ｌｏ

ｌｏ

５

６

７

４

１１

５

９

２

２

遊びによってコーナーが
あり楽しめていると思う

曜日や時間帯によって多
く感じる時がある

てい

　　

付き添わないといけない
らいの方 児童にはしっかりと支援
にいいと をつけて対応している

・ 要し覇
の
ら梨凝
の支援

てもらっている。お手伝いな
どもさせてもらっている。い
んな体験に感謝している

１ はしてし

初回時などに丁寧な説明
をもらっている

送迎時や連絡帳などで丁
寧に報告してもらっている

コロナ禍の為直接的な交流
はしていない。公園など地ｏ
での自然な交流はしている



令

　

和

　

３

　

年

　

度

健康福祉サービス自己評価結果報告書

報告書の内容

添付書類 添付した書類に○を記入

チェック済評価基準 ○

評 価 基 準 概 評 ○

サービス改善計画 ○

施設・事業所名：放課後等デイサ」ビス第２げんき

　

つなぐ



健康福祉サービス自己評価実施状況報告書

令和

　

４年

　

４月 ２２日

滋賀県健康医療福祉部障害福祉課長

　　

殿

（所在地）

　　　　

草津市草津２丁目７ － ３０

（施設・事業所名） 放課後等デイサービス

　

つなぐ

（代表者職・氏名） 管理者

　

前川美智子

健康福祉サービス自己評価を、 「本県における健康福祉サービス評価システムの推

進について」 により実施しましたので、 下記のとおり報告します。

１

　

施設・事業所の名称

放課後等デイサービス

　

第２げんきつなぐ

２

　

評価基準およびサービスの種別 （該当の記号に○印を付し、 サービスの種別を

記入）

○評価基準
ア

　

障害福祉サービス共通評価基準① 〔障害者／施設、 グループホーム〕

　　

（種別：就労継続支援

　

）

イ

　

障害福祉サービス共通評価基準② 〔障害者 （児） ／在宅〕

　　

（種 別 ：

　　　　　　　　

）

①〉放課後等デイサービス自己評価表
エ

　

児童発達支援自己評価表

オ

　

そ の 他 の 評 価 基 準

　　　

（具 体 的 に ：

　　　　　　　　　

）

※種

　

別 （記入例：

　　　　　　

）

３

　

自己評価の実施時期 （自己評価結果をとりまとめた時期）

　　

令和

　

４年

　

４月



４

　

県のホームページで、 自己評価を実施した施設・事業所の名称、 所在地、 実施

時期、事業所での評価結果の公表の有無を情報提供することについて

冬竺しても三；

　　

提供しないでほしい

５

　

自己評価結果の公表の有無 （該当するところを０で囲む）

①市町への送付

　　　　　　

Ｑ め ・ しない
②滋賀県健康福祉事務所への送付

　　　

した

　　　

しない

③県庁障害福祉課への送付

　　　

‘ め ． しなぃ
④施設・事業所内での閲覧提供

　　　　　

した

　

・

　

しない

⑤ィンタ‐ネ トのホームページ

　

迄 め ． しなぃ

⑥その他の方法での公表

（具体的に

６

　

サービス改善計画の公表の有無（該当するところを０で囲み、括弧内に記入）

①市町への送付

　　　　　　　

篤 Ｐ ． しない

②滋賀県健康福祉事務所への送付

　　　

した

　　　

しない

　　　　　 　　　
⑥その他の方法での公表

（具体的に

７

　

自己評価を実施して感じたこと、 評価基準・ガイ ドライン等への意見やサービ

ス評価について今後望むこと



障害福祉サービス共趣評価基準

　

概評

　

〔各シート共通〕

○概

　

評

①非該当とした項目（放課後等デイサービス、児童発達支援については「いいえ」とした項目） の説明、 ②独
自に必要と思われる評価項目等、③項目評価を通じて気づいた点などを記入してください。

①環境整備…バリアフリー化については２Ｆの賃貸物件である為改装は出来ない

②関係機関や保護者との連携については、障がい児サービスから障害者サービスへの移行を踏まえた取り組み

を行っている。

③保護者との連携に関しては保護者会などの開催はできないが、将来に向けての相談などより個別的な

家庭支援が必要（不登校児への対応など）

（概評 ‐１－）



○サービスの質の向上に向けて取り組む課題

前回までの評価において、サービスの質の向上に向け取り組む課題を設定している場合はその内容と進捗状況
を、また、新たに今回の評価によって今後取り組むべき課題がある場合も、その内容を記入してください。

関連する項目 内容および進捗状況
新規
継続
終了

　　

取り組みの期間
（０年０月から０年０月まで）

地域諸機関との連携
デイサービスの受け入れに関して、送迎時間の
把握及び学校との連携を密にしていく 継続 Ｒ４．４～Ｒ５．３

非常時などの対応 コロナ感染予－“ー」メＪする；ふいの把握、保護者と
の連携、学校等関係機関との連携を密にする

新規 Ｒ４．４～Ｒ５．３

卒業後の支援に関して
高校生に進級した児童からの情報を提供するこ
とで将来への取り組や心構えなどを意識する機
会をもつ

新規 Ｒ４．４～Ｒ５，３

（概評

　

一２－）



【参考様式】

サ ー ビス 改 善 計 画 書

策定日：

　　

Ｒ４．４．２１

事業・サービス名： 放課後等デイサービス

施設・事業所名： 第２げんき

　

つなぐ

自己評価項目 評価結果 問題点・課題 改善内容と目標 時期と期間 責任 者 備

　　

考
（必要な予算等）

関係機関や保護者
との連携

⑩障害者支援機関
との連携

⑩放課後児童クラ
ブ等との交流

いいえ

コロナ禍で見学など出
来ない点は見られる

コロナ禍の為大人数で
の交流が出来ない。直
接的な活動が厳しい

ど伝えつつ社会に対し
て興味が持てる機会を
＋±（ｉ鵜殿郷１」ｉＪＬＩＩ日ｊ

　

、 」 こ

　

１ロ」
じ空間を共有したり、
活動を見るなど離れた
場所でも出来ることを

Ｒ４，４～Ｒ５．３

長期休みな
どの期間

前川美智
子

前川美智
子

（改善計画 ‐１一）



［事業者向－ナ」 放課後等デイサービス自己評価表（つなぐ）

どちらとも
いえないはいチェック項目 いいえ 改善目標、工夫している点など

利用定員が指導訓練室等スペースとの関
係で適切であるか

職員の配置数は適切であるか

事業所の設備等について、バリアフリー化
の配慮が適切になされているか

業務改善を進めるためのＰＤＣＡサイクル（目
標設定と振り返り）に、広く職員が参画して
いるか

保護者等向け評価表を活用する等によりア
ンケート調査を実施して保護者等の意向等
を把握し、業務改善につなげているか

この自己評価の結果を、事業所の会報や
ホームページ等で公開しているか

第三者による外部評価を行い、評価結果を
業務改善につなげているか

職員の資質の向上を行うために、研修の機
会を確保しているか

アセスメント

　　

切に行い、子

　　　　

‐

のニーズや課題を客観的に分析した上で、
放課後等デイサービス計画を作成している
か
子どもの適応行動の状況を図るために、標
準化されたアセスメントツールを使用してい
るか

活動プログラムの立案をチームで行ってい
るか

活動プログラムが固定化しないよう工夫して
いるか

平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ
細やかに設定して支援しているか

子どもの状況に応じて、個別活動と集団活
動を適宜組み合わせて放課後等デイサービ
ス計画を作成しているか

支援開始前には職員間で必ず打合せをし、
その日行われる支援の内容や役割分担に
ついて確認しているか

支援終了後には、職員間で必ず打合せを
し、その日行われた支援の振り返りを行い、
気付いた点等を共有しているか

日々の支援に関して正しく記録をとることを
徹底し、支援の検証・改善につなげているか

賃貸使用の為、十分かと言えばそうではなＬＯ

Ｏ

賃貸２Ｆ使用の為、改装等出来ないが滑り
止めや手すりなど安全性には配慮している

　　　　

０

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ



　　　　

定期的にモニタリングを行い、放課後等デイ

　　

１８

　

サービス計画の見直しの必要性を判断して

　　

０

　　　　

いるか

ガイドラインの総則の基本活動を複数組み
合わせて支援を行っているか

障害児相談支援事業所のサービス担当者
会議にその子どもの状況に精通した最もふ
さわしい者が参画しているか

学校との情報共有（年間計画イテ事予定等
の交換、子どもの下校時刻の確認等）、連
絡調整（送迎時の対応、トラブル発生時の
連絡）を適切に行っているか

医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場
合は、子どもの主治医等と連絡体制を整え
ているか

就学前に利用していた保育所や幼稚園、認
定こども園、児童発達支援事業所等との間
で情報共有と相互理解に努めているか

学校を卒業し、放課後等デイサービス事業
所から障害福祉サービス事業所等へ移行
する場合、それまでの支援内容等の情報を
提供する等しているか

児童発達支援センターや発達障害者支援セ
ンター等の専門機関と連携し、助言や研修
を受けているか

放課後児童クラブや児童館との交流や、障
害のない子どもと活動する機会があるか

（地域自立支援）協議会等へ積極的に参加
しているか

日頃から子どもの状況を保護者と伝え合
い、子どもの発達の状況や課題について共
通理解を持っているか

保護者の対応力の向上を図る観点から、保
護者に対してペアレント・トレーニング等の支
援を行っているか

運営規程、支援の内容、利用者負担等につ
いて丁寧な説明を行っているか

保護者からの子育ての悩み等に対する相
談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っ
ているか

父母の会の活動を支援したり、保護者会等
を開催する等により、保護者同士の連携を
支援しているか

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

該当者なし

コロナにより訪問などは控えている。



　　　　

子どもや保護者からの苦情について、対応

　　　　

の体制を整備するとともに、子どもや保護者

　

（

　　　　

に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適

　　

）

子どもや保護者からの苦情について、対応
の体制を整備するとともに、子どもや保護者

　　

○に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適
切に対応しているか

定期的に会報等を発行し、活動概要や行事
予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者

　　

０
に対して発信しているか

古人情報に十分注意しているか

　　　　　　　

○

章害のある子どもや保護者との意思の疎通

　　

０や情報伝達のための配慮をしているか

こ地域住民を招待する等地 Ｏ
っているか

応マニュアル、防犯マニュアル、感
マニュアルを策定し、職員や保護

　　

○
しているか

災害の発生に備え、定期的に避難、救

　　

０
の他必要な訓練を行っているか

を防止するため、職員の研修機会を確

　　

０る等、適切な対応をしているか

　　　　　　　　

行のような場
、について、
者に事前に

決定し、子どもや保
し了解を得た上

　　　

○
ス計画に記載して

ある子どもについて、医
づく対応がされているか

Ｏ

リ′ぃソト事例集を作成して事業所内で共

　　

。
ているか



参考様式Ｂ３（自己評価等関係）

保護者等からの放課後等デイサービス事業所評価の集計結果（公表）

公表：令和

　

４

　

年

　

４

　

月 ２２

　

日

事業所名

　

放課後等デイサービス第二ばんきつなぐ 保護者等数（児童数）

　

２０

　　

回収数 １５

　　

割合

　

７０

　　

％

（‘リ

Ｑ
Ｕ

＊１放課後等デイサービスを利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関
するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支
援を提供する上での留意事項などを記載する計画のこと。放課後等デイサービス事業所の児童発達支援管理責任者が作成す
る。
＊２事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のこと。子どもの陣がい特性や課題、平日／休日／
長期休暇の男ｇｉ等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。

　　　　　　　　　　

チェック項目

　　　　　　　　

はい

　　　　　

いいえ ゎからなぃ ご意 見

　　　　　　　

ご意見を踏まえた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

対応

　　　　　　　　

、

　　　　　　

ペー

　　

ミ

　

ィ －どもの活動等のスペースが十分に確保さ
ているか

職員の配置数や専門性は適切であるか

ス
置などバリ
れているか

のニーズや課題が客観的に
で、放課後等デイサービス計
ているか

２が固定化しないよう

１２

１３

６

１３

２

５

２

５

人数が少ないと感じ

で心配

・ 寿接ぎ寝室蓄え
を
て辱曇る
して

算体制は取っていない
、る

ってし

後児童クラブや児童館との交流や、陣
、のない子どもと活動する機会があるか

利用者負担等についてＴ寧な
たか

日 況を保護者と伝え合
犬況や課題について共
、るか

炎や、育児に関する助言
ているか

３

　　　

１０

　　　

２

１４

１３

１３

１４

１４

１４

１５

５ ７′

１２ ｚ^

４

迎時間が早いと連絡帳記
載がないが口頭では聞い
ている

保護者同士の連携の必
要はいらないと思う特に
支援なしで良い

メールでの対応をしても
らっている

たよりが発行されている
自己評価の結果報告も便
りで確認している

Ｑ
Ｕ
公園等戸外での活動が多
く喜んでいる

満足しているので不満は
なし、

ロナ禍の為直接的な交流
していない。公園など地域

ている

に個別に報告する
ている

ループ懇
いた

りなどでお知らせをする
、る

　

　　

　

　

　　　

　

　
禍の為出来ない分

父母の会の活動の支援や、保護者会等の
開催等により保護者同士の連携が支援され
いるか

からの苦情について、対応
るとともに、子どもや保護
、苦情があった場合に迅速
しているか

思の疎通や情報伝達
ているか

的に

る自己言平価の結
て発信しているか

人情報に十分注意しているか

び時対応マニュアル、防犯マニュアル、感
正対応マニュアルを策定し、保護者に周
・説明されているか

Ｒ
Ｕ

吊災害の発生に備え、定期的に避難、救

、その他必要な訓練が行われているか

しみにしているか

　　　　　　

１２

ているか

　　　　　　　　

１１


